
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体レーザまたはＬＥＤ（ Light Emitting Diode）を含み、波長５００ｎｍ以下の光
を発する固体光源と、
　該固体光源から発せられた発射光が照射され、該発射光の波長が変換されて赤色光が出
射される赤色用可視波長下方変換材料と、
　前記固体光源から発せられた発射光が照射され、該発射光の波長が変換されて緑色光が
出射される緑色用可視波長下方変換材料と、
　前記固体光源から発せられた発射光が照射され、該発射光の波長が変換されて青色光が
出射される青色用可視波長下方変換材料と、
　前記赤色光、前記緑色光、および、前記青色光の３色光を組合せて、任意の画像を作成
する画像作成機構とを備え、
　前記赤色用可視波長下方変換材料、前記緑色用可視波長下方変換材料および前記青色用
可視波長下方変換材料の が、光ファイバのコアに設けられている、プロジェクタ
装置。
【請求項２】
　前記固体光源は、前記赤色用可視波長下方変換材料に光を発する赤色用固体光源、前記
緑色用可視波長下方変換材料に光を発する緑色用固体光源および前記青色用可視波長下方
変換材料に光を発する青色用固体光源とを含む、請求項１に記載のプロジェクタ装置。
【請求項３】
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　前記固体光源は、１つの固体光源であり、
　該１つの固体光源から発せられた光を３つに分光する分光機構を備え、
　該分光機構により分光された３つの光それぞれが、前記赤色用可視波長下方変換材料、
前記緑色用可視波長下方変換材料および前記青色用可視波長下方変換材料に１対１対応で
照射される、請求項１に記載のプロジェクタ装置。
【請求項４】
　半導体レーザまたはＬＥＤ（ Light Emitting Diode）を含み、緑色の光の波長以下の波
長の光を発する固体光源と、
　該固体光源から発せられた発射光が照射され、該発射光の波長が変換されて赤色光が出
射される赤色用可視波長下方変換材料と、
　前記固体光源から発せられた発射光が照射され、該発射光の波長が変換されて緑色光が
出射される緑色用可視波長下方変換材料と、
　青色光を発する青色用の固体光源と、
　前記赤色光、前記緑色光、および、前記青色光の３色光を組合せて、任意の画像を作成
する画像作成機構とを備え、
　前記赤色用可視波長下方変換材料および前記緑色用可視波長下方変換材料の が
、光ファイバのコアに設けられている、プロジェクタ装置。
【請求項５】
　前記固体光源は、波長５００ｎｍ以下の光を発する、請求項４に記載の 装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、青～紫外光を可視光に変換して用いる可視光光源を有するプロジェクタ装置に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、液晶画面を用いた液晶表示装置が急速に普及しており、その液晶表示装置の１つと
して液晶プロジェクタが知られている。液晶プロジェクタは、赤、緑、青の光の３原色に
分解された映像を液晶パネル中に表示させ、その透過光をスクリーン上で所定の映像とな
るように重ね合わせることにより、スクリーン上に所定の映像を表示するものである。こ
れに用いられる光源は、通常、数千ルーメン程度の光度のものが必要であり、通常、気体
光源の一例であるメタルハイドロランプが光源として用いられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、メタルハイドロランプに代表される気体光源は、高い光度が得られるが、発光
体が電極を有する真空管であるために、点光源にならないので、光の収束性が低い。また
、メタルハイドロランプは、寿命が短く、発熱量、および、消費電力も大きいという問題
がある。これに対し、特開平２－１１８６２４号公報では、プロジェクタ部と光源部とを
分離した装置が提案されている。しかしながら、その装置は、プロジェクタ部においては
小型化されているが、プロジェクタ装置全体としては、以前と同様に、大型で、かつ、発
熱量および消費電力が大きい。
【０００４】
本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、光源光の収束性を高め
ることにより小型化されたプロジェクタ装置を提供することである。
【０００５】
また、本発明のさらなる目的は、長寿命で、発熱量および消費電力が低減されたプロジェ
クタ装置を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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　本発明の第１の局面のプロジェクタ装置は、
発する固体光源と、固体光源から発せられ

た発射光が照射され、発射光の波長が変換されて赤色光が出射される赤色用可視波長下方
変換材料と、固体光源から発せられた発射光が照射され、発射光の波長が変換されて緑色
光が出射される緑色用可視波長下方変換材料と、固体光源から発せられた発射光が照射さ
れ、発射光の波長が変換されて青色光が出射される青色用可視波長下方変換材料と、赤色
光、緑色光、および、青色光の３色光を組合せて、任意の画像を作成する画像作成機構と
を備えている。
【００１１】
上記の構成によれば、固体光源を用いて光源光の収束性を高めることにより、光源光の収
束性が低い気体光源を用いる場合に比較して、可視光光源装置を小型化することができる
。
【００１２】
　本発明の第１の局面のプロジェクタ装置は、赤色用可視波長下方変換材料、緑色用可視
波長下方変換材料および青色用可視波長下方変換材料の が、光ファイバのコアに
設けられている。
【００１３】
　上記の構成によれば、赤色光、緑色光および青色光の を光ファイバにより伝送
することができるため、プロジェクタ装置の設計の自由度を増大させることができる。
【００１４】
　本発明の第 の局面のプロジェクタ装置は、固体光源が、赤色用可視波長下方変換材料
に光を発する赤色用固体光源、緑色用可視波長下方変換材料に光を発する緑色用固体光源
および青色用可視波長下方変換材料に光を発する青色用固体光源とを含んでいてもよい。
【００１５】
　上記の構成によれば、

固体光源をそれぞれ別個に制御することができる。
　本発明の第１の局面のプロジェクタ装置は、固体光源が１つの固体光源であり、１つの
固体光源から発せられた光を３つに分光する分光機構を備え、その分光機構により分光さ
れた３つの光それぞれが、赤色用可視波長下方変換材料、緑色用可視波長下方変換材料お
よび青色用可視波長下方変換材料に１対１対応で照射されてもよい。
【００１６】
　上記の構成によれば、固体光源を１つに集約することができる。
　本発明の第２の局面のプロジェクタ装置は、

光を発する固体光源と、固体光源から発
せられた発射光が照射され、発射光の波長が変換されて赤色光が出射される赤色用可視波
長下方変換材料と、固体光源から発せられた発射光が照射され、発射光の波長が変換され
て緑色光が出射される緑色用可視波長下方変換材料と、青色光を発する青色用の固体光源
と、赤色光、緑色光、および、青色光の３色光を組合せて、任意の画像を作成する画像作
成機構とを備えている。
　
【００１７】
上記の構成によれば、光源光の収束性が低い気体光源を用いる場合に比較して、固体光源
の光の収束性を高めることによりプロジェクタ装置を小型化することができる。
【００１８】
　本発明の第２の局面のプロジェクタ装置は、赤色用可視波長下方変換材料および緑色用
可視波長下方変換材料の が、光ファイバのコアに設けられている。
【００１９】
　上記の構成によれば赤色光および緑色光 を光ファイバにより伝送することが
できるため、可視光光源装置の設計の自由度を増大させることができる。
【００２１】
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上記の構成によれば、半導体レーザを固体光源に用いることにより、従来のメタルハライ
ドランプなどの気体光源に比較して、可視光光源装置を長寿命にし、かつ、可視光光源装
置の発熱量および消費電力を低減することができる。
【００２３】
上記の構成によれば、半導体レーザを固体光源に用いることにより、従来のメタルハライ
ドランプなどの気体光源に比較して、プロジェクタ装置を長寿命にし、かつ、プロジェク
タ装置の発熱量および消費電力を低減することができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２５】
（実施の形態１）
図１には、本実施の形態の可視光光源装置の概略構成が示されている。本実施の形態の可
視光光源装置は、図１に示すように、励起用固体光源として青色の光を出射する半導体レ
ーザ１０と、その半導体レーザ１０から出射された光を光ファイバに導くためのコリメー
トレンズ１１と、可視波長となるように光の波長を変換する可視波長下方変換材料がドー
ピングされたコアを有する光ファイバ１２と、励起用の半導体レーザ１０から出射された
光の波長より長波長の光のみを透過させる波長フィルタ１３とを備えている。
【００２６】
このような本実施の形態の可視光光源装置においては、半導体レーザ１０から出射された
光が、コリメートレンズ１１により光ファイバ１２に導かれる。また、光ファイバ１２に
導かれた光は、コアにドーピングされた可視波長下方変換材料を励起し、その励起された
可視波長下方変換材料により可視光に波長変換されて、波長フィルタ１３に対して光ファ
イバ１２から出射される。なお、可視光に波長変換されない励起光は波長フィルタ１３で
カットされる。
【００２７】
図２には、上記光ファイバを用いた液晶プロジェクタ装置の模式図が示されている。本実
施の形態の液晶プロジェクタ装置は、波長４０５ｎｍの半導体レーザ２０と、半導体レー
ザ２０から出射された光が透過するコリメートレンズ２１とをそれぞれ３つ備えている。
【００２８】
また、３つのコリメートレンズそれぞれを透過した光は、励起光を青色に変換する波長下
方変換材料がドーピングされたコアを有する光ファイバ２２、励起光を緑色に変換する波
長下方変換材料がドーピングされたコアを有する光ファイバ２３、および、励起光を赤色
に変換する波長下方変換材料がドーピングされたコアを有する光ファイバ２４のそれぞれ
に導入される。
【００２９】
光ファイバ２２，２３，２４それぞれの内部の波長下方変換材料により波長変換された光
それぞれは、励起用半導体レーザ２０から出射された光の波長より長波長の光を透過させ
る波長フィルタ２５、光ファイバ２２，２３，２４から出た光を液晶パネルに導くための
集光レンズ２６、液晶パネル２７，２８，２９、および、投射用レンズ３０それぞれを透
過してスクリーン３１に到達する。スクリーン３１には、液晶パネル２７，２８，２９に
おいて、適宜、赤色、緑色、青色の３原色が組み合わせられて、任意の画像が映し出され
る。
【００３０】
本実施の形態の液晶プロジェクタの駆動電力は、１００Ｗであり、現状のメタルハイドロ
ランプを用いた液晶プロジェクタの駆動電力の１／１０である。また、可視光光源装置の
寿命は１００００時間であり、液晶プロジェクタの大きさは従来に比べて１／３となり、
液晶プロジェクタは、低消費電力、長寿命かつ小型化が実現されている。
【００３１】
また、励起用半導体レーザ２０の波長としては、４０５ｎｍを用いたが、その波長はこれ
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に限るものではなく、５００ｎｍ以下の波長を有するレーザまたはＬＥＤを用いれば、前
述の効果を得ることができる。
【００３２】
なお、半導体レーザ２０から出射される励起光が５００ｎｍより長波長になると、青色の
光を得ることができなくなるため、液晶表示装置においてフルカラーで画像を表示するこ
とができなくなる。
【００３３】
また、励起用半導体レーザ２０から出射されたレーザ光がコリメートレンズ２１などで反
射し、励起用半導体レーザ２０に戻り光として入射するとノイズなどの問題が生じる可能
性がある。そのため、レンズを傾けるなどの戻り光対策を行ない、出射光と戻り光との干
渉によるノイズ対策を適宜行なう必要がある。
【００３４】
また、本実施の形態での液晶プロフジェクタは、光の三原色を構成する赤、緑、青の三色
を形成するために、それぞれの色に対応する３個の励起用半導体レーザを用いたが、１つ
または２つの励起用レーザを用いて、１つの励起用レーザから出射された励起光をハーフ
ミラーなどで３つまたは２つの光に分光して、光の三原色を構成する赤、緑、青の三色を
形成するための３つの光を作り出すものであってもよい。また、液晶プロフジェクタは、
３個以上の励起用半導体レーザがアレイ状に構成されたものであってもよい。
【００３５】
（実施の形態２）
図３には、本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の模式図が示されている。本実施の形態
の液晶プロジェクタは、波長３６５ｎｍの青色光を出射する半導体レーザ４０と、半導体
レーザ４０から出射された青色のレーザ光を所定の方向へ導くためのコリメートレンズ４
１と、コリメートレンズ４１を透過した励起光を３つに分岐させる２つのハーフミラー４
２とコリメートレンズ４１を透過した励起光を反射するミラー４７とを備えている。
【００３６】
その２つのハーフミラー４２およびミラー４７により反射された光それぞれは、励起光を
青色に変換する波長下方変換蛍光体４３、励起光を緑色に変換する波長下方変換蛍光体４
４、および、励起光を赤色に変換する波長下方変換蛍光体４５に入射する。波長変換され
て波長下方変換蛍光体４３，４４，４５それぞれから出射された３つの光は、励起用の半
導体レーザ４０から出射された光以外の波長を透過させるノッチフィルタ４６を透過する
。
【００３７】
３つの光のうち、左右両側の２つの光は、ミラー４７により反射され、真中の１つの光は
、そのまま、液晶パネル４８，４９，５０それぞれに導かれる。液晶パネル４８，４９，
５０それぞれに透過した光は、ダイクロイックプリズム５１を経て、投光用レンズ５２か
らスクリーン５３へ導かれる。スクリーン５３には、液晶パネル４８，４９，５０におい
て、適宜、赤色、緑色、青色の３原色が組み合わせられて、任意の画像が映し出される。
【００３８】
本実施の形態のプロジェクタの駆動電力は、７５Ｗであり、現状のメタルハイドロランプ
を用いた液晶プロジェクタの駆動電力の１／４であった。また、光源の寿命は１００００
時間であり、液晶プロジェクタの大きさは従来に比べて１／５となり、液晶プロジェクタ
は、低消費電力、長寿命かつ小型化が実現されている。
【００３９】
なお、本実施の形態の液晶プロジェクタは、励起用の半導体レーザの波長として３６５ｎ
ｍを用いたが、その波長はこれに限るものではなく、５００ｎｍ以下の波長を有するレー
ザまたはＬＥＤを用いてもよい。
【００４０】
なお、半導体レーザ４０から出射される励起光が５００ｎｍより長波長になると、青色の
光を得ることができなくなるため、液晶表示装置においてフルカラーで画像を表示するこ
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とができなくなる。
【００４１】
また、本実施の形態の液晶プロジェクタでは、１個の励起用半導体レーザを用いたが、２
個以上の励起用半導体レーザを用いても、同様に前述の効果を得ることができる。
【００４２】
要するに、上記実施の形態１または２の液晶プロジェクタによれば、５００ｎｍ以下の波
長を有する固体光源を可視波長下方変換材料に照射して赤、緑、青の光の３原色を得てお
り、また、固体光源として半導体レーザまたは半導体ＬＥＤを用いているため、光源が点
光源になるので、光の集束性が良く、液晶プロジェクタ装置の大きさを小さくすることが
できるとともに、長寿命で、発熱量、消費電力を低減することができる。
【００４３】
（実施の形態３）
図４には、本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の模式図が示されている。本実施の形態
の液晶プロジェクタ装置は、波長４６０ｎｍの青色光を出射する半導体ＬＥＤ６０を１機
、波長４０５ｎｍの青色光を出射する半導体レーザ６１を２機備えている。また、１機の
半導体ＬＥＤから出射された光を導くコリメートレンズ６３と、コリメートレンズ６３を
透過した光を反射する凹面鏡６４とを備えている。
【００４４】
また、２機の半導体レーザ６１から出射された光それぞれを導く２つの光ファイバ６２と
、２つの光ファイバ６２から出射された光それぞれが入射する励起光を緑色に変換する波
長下方変換蛍光体６５および励起光を赤色に変換する波長下方変換蛍光体６６とを備えて
いる。
【００４５】
また、凹面鏡６４で反射された励起光用の半導体レーザ６１の波長より長波長の光を透過
させる２つの波長フィルタ６７と、コリメートレンズ６３を透過した光を反射するミラー
６８とを備えている。また、波長フィルタ６７を透過した光およびミラー６８で反射され
た光が入射する液晶パネル６９，７０，７１を備えている。
【００４６】
また、液晶パネル６９，７０，７１それぞれを出射した光は、ダイクロイックプリズム７
２を経て、投光用レンズ７３からスクリーン７４へ導かれる。スクリーン７４には、液晶
パネル６９，７０，７１において、適宜、赤色、緑色、青色の３原色が組み合わせられて
、任意の画像が映し出される。
【００４７】
本実施の形態のプロジェクタの駆動電力は、８０Ｗであり、現状のメタルハイドロランプ
を用いた液晶プロジェクタの駆動電力の１／４である。また、可視光光源の寿命は１００
００時間であり、液晶プロジェクタの大きさは従来に比べて１／３となり、液晶プロジェ
クタは、低消費電力、長寿命かつ小型化が実現されている。
【００４８】
なお、励起用半導体レーザの波長としては４０５ｎｍを用いたが、その波長はこれに限る
ものではなく、５００ｎｍ以下の波長を有する半導体レーザまたは半導体ＬＥＤであれば
、同様に前述の効果を得ることができる。
【００４９】
なお、励起光が５００ｎｍより長波長になると、青色の光を得ることができなくなるため
、液晶プロジェクタにおいてフルカラーで画像を表示することができなくなる。
【００５０】
また、本実施の形態の液晶プロジェクタでは、２個の励起用の半導体レーザを用いたが、
１個のレーザから発せられた光を３以上に分岐させて用いても同様に前述の効果を得るこ
とができ、また、３個以上の励起用の半導体レーザを用いても、同様に前述の効果を得る
ことができる。
【００５１】

10

20

30

40

50

(6) JP 3967145 B2 2007.8.29



（実施の形態４）
図５には、本実施の形態の液晶プロジェクタ装置を模式図が示されている。本実施の形態
の液晶プロジェクタ装置は、波長４０５ｎｍの青色光を出射する励起用半導体レーザ８０
と、半導体レーザ８０から出射された青色光を導くコリメートレンズ８１と、コリメート
レンズ８１を透過した光の色を分離するためのカラーホイール８２とを備えている。
【００５２】
また、カラーホイール８２を経た励起用半導体レーザ８０から出射された光のうち所定の
波長の光を透過させるノッチフィルタ８６と、ノッチフィルタ８６を透過した光を集める
集光レンズ８３と、集光レンズ８３を透過した光を反射するＤＭＤ（ Digital Micromirro
r Device）８４と、ＤＭＤ８４により反射された光が投影されるスクリーン８５とを備え
ている。
【００５３】
また、図左側にカラーホイール８２が拡大図により示されており、カラーホイール８２に
は、励起光を青色に変換する波長下方変換蛍光体９０と、励起光を緑色に変換する波長下
方変換蛍光体９１と、励起光を赤色に変換する波長下方変換蛍光体９２とが組込まれてお
り、このカラーホイール８２が回転することにより波長下方変換蛍光体９０，９１，９２
それぞれにおいて、励起用の半導体レーザ８０から出射されたレーザ光は、赤、緑、青の
それぞれに変換されて、出射される。そして、カラーホイールの回転の態様により、赤、
青、緑の３色が組合せられて任意の色画像がスクリーン８５に表示される。
【００５４】
本実施の形態のプロジェクタ装置の駆動電力は、８０Ｗであり、現状のメタルハイドロラ
ンプを用いたプロジェクタの１／４である。また、光源の寿命も１００００時間で、装置
の大きさも従来に比べて１／３となる。その結果、本実施の形態のプロジェクタ装置によ
れば、低消費電力、長寿命および小型化を実現することができる。
【００５５】
なお、励起用半導体レーザは４０５ｎｍを用いたが、波長はこれに限るものではなく、５
００ｎｍ以下の波長を有するレーザ、ＬＥＤを用いればよい。励起光が５００ｎｍより長
波長になると、青色の光を得ることができなくなるため、液晶プロジェクタにおいてフル
カラーで画像を表示することができなくなる。
【００５６】
（実施の形態５）
図６には、本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の模式図が示されている。本実施の形態
の液晶プロジェクタ装置は、波長４０５ｎｍの青色光を出射する半導体レーザ１００と、
半導体レーザ１００から出射された光が透過するコリメートレンズ１０１と、コリメート
レンズ１０１を透過した光を分岐させる複数のハーフミラー１０２とコリメートレンズ１
０１を透過した光を反射するミラー１１４とを備えている。
【００５７】
また、複数のハーフミラー１０２により分岐された光およびミラー１１４により反射され
た光それぞれは、励起光を青色に変換する波長下方変換蛍光体１０３、励起光を緑色に変
換する波長下方変換蛍光体１０４、および、励起光を赤色に変換する波長下方変換蛍光体
１０５それぞれに入射する。波長下方変換蛍光体１０３，１０４，１０５により波長変換
された光それぞれは、反射型液晶パネル１０６，１０７，１０８により反射されて、偏光
ビームスプリッタ１０９，１１０，１１１、および、ダイクロイックプリズム１１２を経
て、スクリーン１１３に投影される。スクリーン１１３には、液晶パネル１０６，１０７
，１０８において、適宜、赤色、緑色、青色の３原色が組み合わせられて、任意の画像が
映し出される。
【００５８】
本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の駆動電力は、１００Ｗであり、現状のメタルハイ
ドロランプを用いた液晶プロジェクタの１／３である。また、光源の寿命も１００００時
間で、装置の大きさも従来に比べて１／３となり、低消費電力、長寿命および小型化を実
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現することができる。
【００５９】
なお、反射型の液晶パネル１０６，１０７，１０８の代わりにＤＭＤを用いることも可能
である。その際は、１０９，１１０，１１１の偏光ビームスプリッタを全反射プリズムに
置換える必要がある。
【００６０】
（実施の形態６）
図７には、本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の模式図が示されている。本実施の形態
の液晶プロジェクタ装置は、波長４５５ｎｍの青色光を出射する半導体レーザ１２０を１
機、波長３９５ｎｍの青色光を出射する半導体レーザ１２１を２機備えている。また、半
導体レーザ１２０，１２１それぞれから出射された光は、コリメートレンズ１２２を透過
して、３つの光ファイバに導かれる。
【００６１】
この３つの光ファイバは、通常の光ファイバ１２３と、励起光を緑色に変換する波長下方
変換材料がドーピングされたコアを有する光ファイバ１２４と、励起光を赤色に変換する
波長下方変換材料がドーピングされたコアを有する光ファイバ１３３とから構成されてい
る。
【００６２】
光ファイバ１２３に入射した光はそのまま出射し、また、光ファイバ１２４，１３３に入
射した波長変換されて出射された光は、励起用半導体レーザ１２４，１３３の波長より長
波長の光を透過させる波長フィルタ１２６を透過して、液晶パネルに導く集光レンズ１２
５に導かれる。集光レンズ１２５を透過した光は、液晶パネル１２７，１２８，１２９、
ダイクロイックプリズム１３０、投光用レンズ１３１を介して、スクリーン１３２へ投影
される。スクリーン１３２には、液晶パネル１２７，１２８，１２９において、適宜、赤
色、緑色、青色の３原色が組み合わせられて、任意の画像が映し出される。
【００６３】
本実施の形態の液晶プロジェクタ装置の駆動電力は、１２０Ｗであり、現状のメタルハイ
ドロランプを用いた液晶プロジェクタの１／３である。また、光源の寿命は１００００時
間であり、液晶プロジェクタ装置の大きさは従来に比べて１／３となる。したかって、本
実施の形態の液晶プロジェクタ装置によれば、低消費電力、長寿命および小型化が実現さ
れている。
【００６４】
なお、青色光源には半導体レーザを用いたが、光源はこれに限るものではなく、半導体Ｌ
ＥＤでもよい。
【００６５】
また、励起用半導体レーザは３９５ｎｍを用いたが、波長はこれに限るものではなく、５
００ｎｍ以下の波長を有するレーザ、ＬＥＤを用いればよい。半導体レーザ１２０，１２
１から出射される励起光が５００ｎｍより長波長になると、青色の光を得ることができな
くなるため、液晶プロジェクタにおいてフルカラーで画像を表示することができなくなる
。
【００６６】
上記実施の形態１～６のプロジェクタにおいては、青色の光を発する固体光源を用いたが
、赤色、緑色、透明色等何色を用いてもよい。
【００６７】
また、上記実施の形態１～６のプロジェクタにおいては、波長下方変換材料は、複数色を
変換するために複数種類用いた場合を示したが、赤色、緑色、青色のうちいずれか１色を
変換するもの１種類を用いてもよい。
【００６８】
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲によって示さ
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れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【００６９】
【発明の効果】
本発明によれば、固体光源を用いて光源光の収束性を高めることにより、光源光の収束性
が低い気体光源を用いる場合に比較して、プロジェクタ装置を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１の可視光光源装置を示す模式図である。
【図２】　実施の形態１の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【図３】　実施の形態２の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【図４】　実施の形態３の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【図５】　実施の形態４の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【図６】　実施の形態５の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【図７】　実施の形態６の液晶プロジェクタ装置を示す模式図である。
【符号の説明】
１０　半導体レーザ、１１　コリメートレンズ、１２　可視波長下方変換材料がドーピン
グされたコアを有する光ファイバ、１３　波長フィルタ、２０　半導体レーザ、２１　コ
リメートレンズ、２２　励起光を青色に変換する波長下方変換材料がドーピングされたコ
アを有する光ファイバ、２３　励起光を緑色に変換する波長下方変換材料がドーピングさ
れたコアを有する光ファイバ、２４　励起光を赤色に変換する波長下方変換材料がドーピ
ングされたコアを有する光ファイバ、２５　波長フィルタ、２６　集光レンズ、２７，２
８，２９　液晶パネル、３０　投射用レンズ、３１　スクリーン、４０　半導体レーザ、
４１　コリメートレンズ、４２　ハーフミラー、４３　励起光を青色に変換する波長下方
変換蛍光体、４４　励起光を緑色に変換する波長下方変換蛍光体、４５　励起光を赤色に
変換する波長下方変換蛍光体、４６　ノッチフィルタ、４７　ミラー、４８，４９，５０
　液晶パネル、５１　ダイクロイックプリズム、５２　投光用レンズ、５３　スクリーン
、６０　ＬＥＤ、６１　半導体レーザ、６２　光ファイバ、６３　コリメートレンズ、６
４　凹面鏡、６５　励起光を緑色に変換する波長下方変換蛍光体、６６　励起光を赤色に
変換する波長下方変換蛍光体、６７　波長フィルタ、６８　ミラー、６９，７０，７１　
液晶パネル、７２　ダイクロイックプリズム、７３　投光用レンズ、７４　スクリーン、
８０　半導体レーザ、８１　コリメートレンズ、８２　カラーホイール、８３　集光レン
ズ、８４　ＤＭＤ、８５　スクリーン、９０　励起光を青色に変換する波長下方変換蛍光
体、９１　励起光を緑色に変換する波長下方変換蛍光体、９２　励起光を赤色に変換する
波長下方変換蛍光体、１００　半導体レーザ、１０１　コリメートレンズ、１０２　ハー
フミラー、１０３　励起光を青色に変換する波長下方変換蛍光体、１０４　励起光を緑色
に変換する波長下方変換蛍光体、１０５　励起光を赤色に変換する波長下方変換蛍光体、
１０６，１０７，１０８　反射型液晶パネル、１０９，１１０，１１１　偏光ビームスプ
リッタ、１１２　ダイクロイックプリズム、１１３　スクリーン、１１４　ミラー、１２
０　半導体レーザ、１２１　半導体レーザ、１２２　コリメートレンズ、１２３　光ファ
イバ、１２４　励起光を緑色に変換する波長下方変換材料がドーピングされたコアを有す
る光ファイバ、１２５　集光レンズ、１２６　波長フィルタ、１２７，１２８，１２９　
液晶パネル、１３０　ダイクロイックプリズム、１３１　投光用レンズ、１３２　スクリ
ーン、１３３　励起光を赤色に変換する波長下方変換材料がドーピングされたコアを有す
る光ファイバ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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